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マ行 

  

■民民生生委委員員・・児児童童委委員員  【Ｐ９, １０, ３０, ３５, ５２, ６７, ８６, ９２, １００, １０１,  

１０２, １０３, １０６, １２２】  

民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員。社会福祉の増

進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っている。

全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子

育ての不安に関する様々な相談に応じたり、支援をしている。 

 

ヤ行 

  

■ユユニニババーーササルルデデザザイインン  【Ｐ２, ４, ５４, ５５, ６３, ６４, ６８, ７３, ７８, ８２, ８３, 

１１５, １１６】  

年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるよう

生活環境その他の環境を作り上げることをいう。 

 

■ユユニニババーーササルルデデザザイインンガガイイドドラライインン  【Ｐ６８, １１５】  

ユニバーサルデザインを基本とした福祉のまちづくりを進めるため、５つの視点「公平

（だれもが同じように）」、「簡単（容易に）」、「安全（危険なく）」、「機能（使い勝

手よく）」、「快適（気持ちよく）」から、日常生活に密着している６つの整備場所（敷地

内通路・駐車場、出入り口、廊下・階段・エレベーター、トイレ、子育て支援環境、公園）

について、それぞれの施設整備における留意点を示したもの。 

 

ラ行 
  

■ラライイフフスステテーージジ  【Ｐ６６, １１２, １１３】  

出生から死亡に至るまでの人間の一生において、出生、入学、就職、結婚、出産、子育

て、退職などの人生の節目となる出来事によって区分される生活環境の段階をいう。 

 

ワ行 

  

■ワワーーククシショョッッププ  【Ｐ６８, １１７】  

専門家の助言を受けながら、参加者が共同で研究や創作を行う場。 

 

■わわががままちち支支ええああいい協協議議会会  【Ｐ９, １０, ４２, ６６, ７１, １０１】  

より身近な生活圏域で、地域住民や地域の様々な団体が地域の生活課題に気づき、共有

し、共に解決していく仕組み。現在、市内１１か所の文化センター圏域ごとに、地域の皆

さんが中心となって仕組みづくりを行っている。 



 

 

 

 

 


